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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　文書データ、画像データ又は音声データであるマルチメディアデータと、前記マルチメ
ディアデータを表示できる時刻を示すトリガー時刻情報及び前記マルチメディアデータの
ファイル名を含むヘッダ情報と、を含むデータ情報を複数受信するデジタルデータ受信装
置において、
　前記受信したデータ情報から、前記データ情報を識別できる固有の識別子情報を作成す
る識別子作成手段と、
　前記マルチメディアデータのファイル名が同一である前記データ情報が複数受信された
場合に、複数の前記データ情報に含まれるマルチメディアデータの再生順序を決めるため
に、複数の前記データ情報に含まれるトリガー時刻情報を用いて、前記固有の識別子情報
を利用した再生順序情報を作成する再生順序情報作成手段と、
　ユーザから、マルチメディアデータの再生指示及び再生順序に関する指示を受け付ける
再生指示受付手段と、
　前記再生指示受付手段で再生すべきマルチメディアデータが受け付けられた場合には、
前記受け付けられたマルチメディアデータのファイル名と同一のファイル名をもつ複数の
マルチメディアデータの中から再生が可能なマルチメディアデータを特定して再生し、さ
らに、前記再生指示受付手段で再生順序に関する指示を受け付けた場合には、前記再生順
序情報に基づいて、次に再生すべき前記ファイル名と同一のファイル名を持つマルチメデ
ィアデータを再生する再生手段と、
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　前記固有の識別子情報と、前記マルチメディアデータのファイル名と、前記マルチメデ
ィアデータに対する参照可能性を示す参照可能状態とを含むテーブル情報を作成するテー
ブル情報作成手段と、
　いずれか一のマルチメディアデータの前記トリガー時刻情報で示される始期に到達した
とき、参照可能状態をマルチメディアデータを優先的に再生することを示す第１状態とし
、併せて第１状態である同一ファイル名の他のファイルの参照可能状態を、第１状態に変
更されたファイルの後にユーザから指示があれば表示することを示す状態とするテーブル
情報更新手段とを備え、
　前記再生手段は、前記参照可能状態を用いて、再生が可能なマルチメディアデータを特
定し、前記参照可能状態が第１状態であるマルチメディアデータを優先的に再生する
　ことを特徴とするデジタルデータ受信装置。
【請求項２】
　前記ヘッダ情報は、さらに、前記マルチメディアデータを表示できなくなる時刻を示す
満了時刻情報を含み、
　前記デジタルデータ受信装置は、タイマーを備え、
　前記テーブル情報更新手段は、いずれか一のマルチメディアデータの前記トリガー時刻
情報で示される始期に到達したとき参照可能状態を第１状態に、前記満了時刻情報で示さ
れる終期に到達したとき参照可能状態を第２状態に、更に同一のマルチメディアデータ群
の他のマルチメディアデータの前記トリガー時刻情報で示される始期に到達したとき参照
可能状態を第１状態から第１状態に変更されたファイルの後にユーザから指示があれば表
示することを示す状態である第３状態にそれぞれ変更し、
　前記デジタルデータ受信装置は、受信した複数のデータ情報を記憶手段により記憶し、
　前記テーブル情報更新手段は、前記参照可能状態が第２状態に到達したマルチメディア
データを前記記憶手段から削除する削除部を有する
　ことを特徴とする請求項１記載のデジタルデータ受信装置。
【請求項３】
　前記再生手段は、前記再生順序情報の参照可能状態が第１状態である全てのマルチメデ
ィアデータ群のマルチメディアデータを読み出す第１読み出し部を有し、
　前記再生指示受付手段がユーザから一のマルチメディアデータの選択指示を受け付ける
と、前記再生手段は、当該選択されたマルチメディアデータの再生信号だけを出力する
　ことを特徴とする請求項２記載のデジタルデータ受信装置。
【請求項４】
　前記再生手段は、更に前記選択されたマルチメディアデータ群のマルチメディアデータ
を変更指示に応じて読み出す第２読み出し部を有し、
　前記再生指示受付手段は、ユーザからの変更指示を受け付け、前記第２読み出し部に通
知する
　ことを特徴とする請求項３記載のデジタルデータ受信装置。
【請求項５】
　前記再生順序情報は、前記変更指示に応じたマルチメディアデータの遷移先を前記識別
子を記載して関連付けており、
　前記第２読み出し部は、前記再生順序情報に従い、前記変更指示の通知を受けて対応す
るマルチメディアデータを読み出す
　ことを特徴とする請求項４記載のデジタルデータ受信装置。
【請求項６】
　前記デジタルデータ受信装置は、受信した複数のデータ情報を記憶手段により記憶し、
　前記記憶手段に記憶される前記データ情報に含まれる前記マルチメディアデータの最大
記憶数を予め設定しておき、
　最大記憶数のマルチメディアデータを含むデータ情報が前記受信手段で受信されたとき
、前記記憶手段に記憶させることなく廃棄するデータ廃棄手段を更に備える
　ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載のデジタルデータ受信装置。
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【請求項７】
　前記デジタルデータ受信装置は、受信した複数のデータ情報を記憶手段により記憶し、
　前記記憶手段に記憶される前記データ情報に含まれる前記マルチメディアデータの最大
記憶数を予め設定しておき、
　最大記憶数のマルチメディアデータを含むデータ情報が前記受信手段で新たに受信され
たとき、前記記憶手段に記憶されている前記再生順序情報の参照可能状態が第３状態のマ
ルチメディアデータの一を選択削除するマルチメディアデータ選択削除手段をさらに備え
、
　新たに受信されたマルチメディアデータは、前記記憶手段に記憶される
　ことを特徴とする請求項２乃至５のいずれかに記載のデジタルデータ受信装置。
【請求項８】
　前記マルチメディアデータ選択削除手段は、参照可能状態が第３状態であって、最初に
参照可能状態が第１状態となっていたものを選択削除する
　ことを特徴とする請求項７記載のデジタルデータ受信装置
【請求項９】
　前記マルチメディアデータ選択削除手段は、参照可能状態が第３状態のものからランダ
ムに選択削除する
　ことを特徴とする請求項７記載のデジタルデータ受信装置。
【請求項１０】
　前記マルチメディアデータ選択削除手段は、ｎ個のマルチメディアデータを前記記憶手
段から削除するとき、参照可能状態が第３状態であって、前記トリガー時刻情報で示され
る始期が古いものから順に「１」から番号を付し、
【数１】

式で計算されるAn番のマルチメディアデータを選択削除する
　ことを特徴とする請求項７記載のデジタルデータ受信装置。
【請求項１１】
　前記デジタルデータ受信装置は、放送局から番組データとともに送信されるマルチメデ
ィアデータを受信し、
　前記マルチメディアデータはDAB(Digital Audio Broadcasting)のデータ放送規約のMOT
(Multimedia Object Transfer protocol)規格に従い、前記マルチメディアデータの名称
と参照指定時間とはMOTヘッダに、前記マルチメディアデータはMOTボディにそれぞれ記載
されている
　ことを特徴とする請求項１乃至１０のいずれかに記載のデジタルデータ受信装置。
【請求項１２】
　文書データ、画像データ又は音声データであるマルチメディアデータと、前記マルチメ
ディアデータを表示できる時刻を示すトリガー時刻情報及び前記マルチメディアデータの
ファイル名を含むヘッダ情報と、を含むデータ情報を複数受信するデジタルデータ受信装
置において用いられるデジタルデータ受信方法であって、
　前記受信したデータ情報から、前記データ情報を識別できる固有の識別子情報を作成す
る識別子作成ステップと、
　前記マルチメディアデータのファイル名が同一である前記データ情報が複数受信された
場合に、複数の前記データ情報に含まれるマルチメディアデータの再生順序を決めるため
に、複数の前記データ情報に含まれるトリガー時刻情報を用いて、前記固有の識別子情報
を利用した再生順序情報を作成する再生順序情報作成ステップと、
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　ユーザから、マルチメディアデータの再生指示及び再生順序に関する指示を受け付ける
再生指示受付ステップと、
　前記再生指示受付ステップで再生すべきマルチメディアデータが受け付けられた場合に
は、前記受け付けられたマルチメディアデータのファイル名と同一のファイル名をもつ複
数のマルチメディアデータの中から再生が可能なマルチメディアデータを特定して再生し
、さらに、前記再生指示受付ステップで再生順序に関する指示を受け付けた場合には、前
記再生順序情報に基づいて、次に再生すべき前記ファイル名と同一のファイル名を持つマ
ルチメディアデータを再生する再生ステップと、
　前記固有の識別子情報と、前記マルチメディアデータのファイル名と、前記マルチメデ
ィアデータに対する参照可能性を示す参照可能状態とを含むテーブル情報を作成するテー
ブル情報作成ステップと、
　いずれか一のマルチメディアデータの前記トリガー時刻情報で示される始期に到達した
とき、参照可能状態をマルチメディアデータを優先的に再生することを示す第１状態とし
、併せて第１状態である同一ファイル名の他のファイルの参照可能状態を、第１状態に変
更されたファイルの後にユーザから指示があれば表示することを示す状態とするテーブル
情報更新ステップとを含み、
　前記再生ステップは、前記参照可能状態を用いて、再生が可能なマルチメディアデータ
を特定し、前記参照可能状態が第１状態であるマルチメディアデータを優先的に再生する
　ことを特徴とするデジタルデータ受信方法。
【請求項１３】
　文書データ、画像データ又は音声データであるマルチメディアデータと、前記マルチメ
ディアデータを表示できる時刻を示すトリガー時刻情報及び前記マルチメディアデータの
ファイル名を含むヘッダ情報と、を含むデータ情報を複数受信するデジタルデータ受信装
置において用いられるデジタルデータ受信用のコンピュータプログラムを記録しているコ
ンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、
　コンピュータに、
　前記受信したデータ情報から、前記データ情報を識別できる固有の識別子情報を作成す
る識別子作成ステップと、
　前記マルチメディアデータのファイル名が同一である前記データ情報が複数受信された
場合に、複数の前記データ情報に含まれるマルチメディアデータの再生順序を決めるため
に、複数の前記データ情報に含まれるトリガー時刻情報を用いて、前記固有の識別子情報
を利用した再生順序情報を作成する再生順序情報作成ステップと、
　ユーザから、マルチメディアデータの再生指示及び再生順序に関する指示を受け付ける
再生指示受付ステップと、
　前記再生指示受付ステップで再生すべきマルチメディアデータが受け付けられた場合に
は、前記受け付けられたマルチメディアデータのファイル名と同一のファイル名をもつ複
数のマルチメディアデータの中から再生が可能なマルチメディアデータを特定して再生し
、さらに、前記再生指示受付ステップで再生順序に関する指示を受け付けた場合には、前
記再生順序情報に基づいて、次に再生すべき前記ファイル名と同一のファイル名を持つマ
ルチメディアデータを再生する再生ステップと、
　前記固有の識別子情報と、前記マルチメディアデータのファイル名と、前記マルチメデ
ィアデータに対する参照可能性を示す参照可能状態とを含むテーブル情報を作成するテー
ブル情報作成ステップと、
　いずれか一のマルチメディアデータの前記トリガー時刻情報で示される始期に到達した
とき、参照可能状態をマルチメディアデータを優先的に再生することを示す第１状態とし
、併せて第１状態である同一ファイル名の他のファイルの参照可能状態を、第１状態に変
更されたファイルの後にユーザから指示があれば表示することを示す状態とするテーブル
情報更新ステップとを実行させ、
　前記再生ステップは、前記参照可能状態を用いて、再生が可能なマルチメディアデータ
を特定し、前記参照可能状態が第１状態であるマルチメディアデータを優先的に再生する
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　コンピュータプログラムを記録している記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、マルチメディアデータを受信して出力するデジタルデータ受信装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、テレビ・ラジオのデジタル放送の本放送が立ち上がりつつある。このデジタル放送
では、多チャンネル放送が可能である他に、放送番組とは異なるデータを任意に多重して
放送することが可能である。
イギリスやスウェーデン等のヨーロッパにおいて、ＤＡＢ（Digital Audio Broadcasting
）の方式を採用したデジタルラジオ放送の本放送が開始されている。このＤＡＢは、ＥＵ
ＲＥＫＡ（ヨーロッパの先進技術の調査・開発を行う団体）の１４７番目のプロジェクト
として発足したものであり、デジタル音声放送の一つの方式である。
【０００３】
このＤＡＢの放送規約では、放送番組と異なるデータがＭＯＴ（Multimedia Object Tran
sfer protocol）データとして送信される。ＭＯＴデータは、データそのものを示すＭＯ
Ｔボディとそのボディが何であるかを示すＭＯＴヘッダとから構成されている。このＭＯ
Ｔヘッダに含まれる情報には、ＭＯＴデータのファイル名やＭＯＴデータの処理を開始す
る時刻を設定するトリガー時刻がある。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、現在、このトリガー時刻は有効に利用されていない。即ち、放送受信装置でＭ
ＯＴデータが受信されると、トリガー時刻とは無関係にＭＯＴボディに示されたデータが
再生出力されている。
また、異なる複数のＭＯＴボディに示されたデータに対してＭＯＴヘッダの情報中のファ
イル名が同一であるＭＯＴデータが受信される。そのため、ファイル名に基づいて、ＭＯ
Ｔデータを記憶しておき、後で利用しようとすると、ファイル名だけでＭＯＴデータを識
別することは、困難となる。
【０００５】
本発明は、上記課題を解決するためこのトリガー時刻を有効に利用して、ＭＯＴボディに
示されたデータの活用を図ることができるデジタルデータ受信装置を提供することを目的
とし、更にＤＡＢの方式に限らず、有効期限付きのマルチメディアデータを繰り返し送信
するデジタルデータ通信環境において、受信データを有効に活用することができる端末及
び受信方法を提供することをも目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明は、上記課題を解決するため、受信手段を通じてマルチメディアデータを受信し、
受信したマルチメディアデータを記憶手段に記憶するデジタルデータ受信装置において、
受信したマルチメディアデータには、参照指定時間情報が記載されており、その参照指定
時間情報をマルチメディアデータ毎に抽出し、前記記憶手段にマルチメディアデータを記
憶させる際に、マルチメディアデータ群ごとに、抽出した参照指定時間情報の時系列順序
から参照順序を決定し、決定した参照順序を記載したデータ管理表を作成し、前記記憶手
段に該管理表を記憶させるデータ管理表作成手段と、ユーザの指示を受け付ける指示受付
手段と、前記指示受付手段が指示を受けると、前記記憶手段に記憶されたマルチメディア
データを前記データ管理表に記載された参照順序に従い読み出すマルチメディアデータ読
み出し手段と、前記マルチメディアデータ読み出し手段で読み出されたマルチメディアデ
ータを再生信号に変換して出力する出力手段とを備えることとしている。
【０００７】
【発明の実施の形態】
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以下、本発明に係るデジタルデータ放送受信装置の実施の形態について図面を用いて説明
する。
（実施の形態１）
図１は、本発明に係るデジタルデータ放送受信装置の実施の形態１の構成図である。
【０００８】
このデジタルデータ放送受信装置は、チューナ１０１と、データデコーダ１０２と、ファ
イルマネージャ１０３と、ファイルシステム１０４と、記憶部１０５と、タイマー１０６
と、タイマー監視テーブル記憶部１０７と、データブラウザ１０８とを備えている。
なお、放送局１０９から送信される番組データ（ラジオ音声用の音声データ）の再生出力
のためのデコーダ及びスピーカ等は、本願発明の主題とするものではないので、このデジ
タルデータ放送受信装置の構成から省略している。
放送局１０９は、番組データとマルチメディアデータとを多重化した放送データを送信し
ている。
【０００９】
ここで、番組データは、従来のラジオ番組と同様の音声データであり、ＭＰＥＧ－１のエ
ンコード方式により圧縮されて放送される。
ここで、マルチメディアデータは、ラジオ番組の音声データとは異なるデータであり、Ｄ
ＡＢ規格のエンコード方式に従って放送される。マルチメディアデータには、例えば、Ｗ
ＷＷ（World Wide Web）で用いられているＨＴＭＬ（Hyper Text Markup Language）形式
のデータ、ＴＩＦＦ（True Image File Format）形式、ＪＰＥＧ（Joint Photographic C
oding Experts Group）形式やＧＩＦ（Graphics Interchange Format）形式の画像等があ
る。
【００１０】
なお、音声データも、マルチメディアデータに含めることは可能である。本実施の形態で
は、説明を簡略化するため、マルチメディアデータは、ＨＴＭＬ形式のデータとＪＰＥＧ
形式のデータで構成され、音声データは含まないこととする。
放送局１０９は、マルチメディアデータをＤＡＢ規格で送信している。
【００１１】
チューナー１０１は、放送局１０９から送信される放送データを受信し、ラジオ音声用の
音声データとマルチメディアデータとに選別し、音声データを専用のデコーダ（図示せず
）に送出し、マルチメディアデータをＲＤＩ（Receiver Data Interface）プロトコルで
データデコーダ１０２に送出する。以後ＲＤＩプロトコルは説明を容易にするためＲＤＩ
データと呼ぶ。
【００１２】
なお、マルチメディアデータは、同一のものが所定の時間帯（後述する満了時刻まで）に
繰り返し送信されている。
データデコーダ１０２は、チューナ１０１から送出されたＲＤＩデータを受け取り、ＤＡ
Ｂのデータ放送規約のプロトコルに従いデコードし、最終的にＭＯＴデータを得る。
【００１３】
このＭＯＴデータ２０１は、図２に示すように、一対のＭＯＴヘッダ２０２とＭＯＴボデ
ィ２０３とからなる。ＭＯＴボディ２０３は、マルチメディアデータそのものであり、Ｊ
ＰＥＧ形式やＨＴＭＬ形式のデータである。ＭＯＴヘッダ２０２は、ＭＯＴボディ２０３
の属性を記述したデータであり、ＭＯＴボディ２０３の名称、サイズ、トリガー時刻、満
了時刻等を含んでいる。
【００１４】
このＭＯＴデータから後述するファイルマネージャ１０３によってタイマー監視テーブル
２０４が生成され、ファイルシステム１０４によってディレクトリー情報テーブル２０５
が作成される。タイマー監視テーブル２０４は、タイマー監視テーブル記憶部１０７に記
憶される。ディレクトリー情報テーブル２０５と、ＭＯＴボディ２０３に記述されている
マルチメディアデータ（以下「ファイル」という）２０６とは、記憶部１０５に記憶され
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る。
【００１５】
図３は、このＭＯＴヘッダ２０２に含まれる主要な情報を示す図である。ＭＯＴヘッダ２
０２には、ＭＯＴボディ２０３のサイズ３０１、データ形式３０２、ファイル名３０３，
トリガー時刻３０４、満了時刻３０５等の項目の情報が記述されている。
サイズ３０１は、ＭＯＴボディ２０３に記述されたファイル２０６のデータサイズが３０
４８バイトであることを示している。データ形式３０２は、ファイル２０６のデータ形式
がＪＰＥＧ形式の画像であることを示している。ファイル名３０３は、このＭＯＴボディ
２０３の名称が「Sample.jpg」であることを示している。トリガー時刻３０４は、ファイ
ル２０６の表示可能な開始時刻が「１２時１０分」であることを示している。満了時刻３
０５は、同様に表示可能な終了時刻が「１３時００分」であることを示している。
【００１６】
なお、ファイル名３０３に示された「Sample.jpg」は、同一のファイル名が異なるＭＯＴ
データにも付されている。これは、これらのＭＯＴデータが同一系列のデータであること
を示しており、ＭＯＴボディ２０３のファイル２０６のバージョンが更新されたとき、同
一のファイル名が付されて送信されるからである。データデコーダ１０２は、得られたＭ
ＯＴヘッダ２０２とＭＯＴボディ２０３からなるＭＯＴデータ２０１をファイルマネージ
ャ１０３に通知する。
【００１７】
ファイルマネージャ１０３は、データデコーダ１０２からＭＯＴデータ２０１の通知を受
けると、ＭＯＴヘッダ２０２に記述された満了時刻３０５とタイマー１０６の時刻とを比
べ、満了時刻が現在時刻を経過していれば、ＭＯＴデータを破棄し、現在時刻前であれば
、そのＭＯＴデータをファイルシステム１０４に通知する。
【００１８】
ファイルマネージャ１０３は、ファイルシステム１０４から後述するＩＤの通知を受ける
と、ＭＯＴヘッダの内容から、タイマー監視テーブルを作成する。図４は、タイマー監視
テーブルの一例を示す図である。
タイマー監視テーブル２０４では、ＭＯＴヘッダに示されているファイル名４０２と、通
知されたＩＤ４０３とでＭＯＴデータを識別し、そのトリガー時刻４０４と、満了時刻４
０５とが一覧表として記録されている。このタイマー監視テーブル２０４は、ファイル名
「Sample.jpg」に対応するものである。
【００１９】
ファイルマネージャ１０３は、タイマー監視テーブル２０４を生成すると、それをタイマ
ー監視テーブル記憶部１０７に記憶させる。また、所定の時間間隔で、タイマー１０６を
参照し、タイマー監視テーブル２０４に記憶されているトリガー時刻４０４又は満了時刻
４０５に到達しているか否かを判定する。トリガー時刻に到達しているファイルがあると
きには、そのファイルの「状態」を「０」から「１」に変更し、併せて、同一ファイル名
の他のファイルの「状態」が「１」であるときには「２」に変更するよう、ファイルシス
テム１０４に通知する。
【００２０】
また、満了時刻に到達しているファイルがあるときには、そのファイルに関するタイマー
監視テーブルの内容を削除するとともにファイルシステム１０４にそのファイル名とＩＤ
とを通知して、記憶部１０５からそのファイルに関する内容を削除するよう通知する。こ
の際、そのファイルの「状態」が「１」であるときには、直前に「２」に変更したファイ
ルの「状態」を「１」に変更するようそのファイル名とＩＤとともに通知する。
【００２１】
また、ファイルマネージャ１０３は、データブラウザ１０８から初期表示の指示、前ファ
イルの指示、後ファイルの指示の各通知を受けると、それらの指示をファイルシステム１
０４に与える。
更にファイルマネージャ１０３は、ファイルシステム１０４からファイルの内容の通知を
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受けると、その内容をデータブラウザ１０８に通知する。
【００２２】
ファイルシステム１０４は、ファイルマネージャ１０３からＭＯＴデータの通知を受ける
と、「１」以上の整数値からなる固有のＩＤを生成し、このＩＤをファイルマネージャ１
０３に通知するとともに、ディレクトリー情報テーブルを作成する。図５は、ディレクト
リー情報テーブル２０５の一例を示す図である。ディレクトリー情報テーブル２０５は、
同一のファイル名５０２が付されたＭＯＴデータごとに作成される。ディレクトリー情報
テーブル２０５は、ファイル名「Sample.jpg」の各バージョンのファイルをデータブラウ
ザ１０８で表示する際に参照される情報である。
【００２３】
ディレクトリー情報の項目であるファイル名５０２とＩＤ５０３とは、タイマー監視テー
ブル２０４のものと同様であり、各ファイルを識別する。データ格納位置５０４は、ＭＯ
Ｔボディに記述されているデータをファイルとして記憶される記憶部１０５でのデータブ
ロックの最初のブロック番号を示すものである。このブロック番号は、ファイルを記憶部
１０５に記憶させる際に書き込まれる。
ファイルサイズ５０５は、ＭＯＴボディにＪＰＥＧやＨＴＭＬの形式で記述されているフ
ァイルのサイズである。
【００２４】
後ＩＤ５０６は、トリガー時刻４０４が速く到達する順番に各ファイルのＩＤを並べたと
きに、そのファイルの後にトリガー時刻が到達するファイルのＩＤを示している。ここで
、ファイル名「Sample.jpg」、ＩＤ「３」で識別されるファイルには、「０」が示されて
いるが、このファイルの後にトリガー時刻が到達するファイルがないことを示している。
【００２５】
前ＩＤ５０７は、同様に、トリガー時刻４０４が速く到達する順番に各ファイルのＩＤを
並べたときに、そのファイルの前にトリガー時刻が到達するファイルのＩＤを示している
。ここで、ファイル名「Sample.jpg」、ＩＤ「２」のファイルには「０」が示されている
が、このファイルの前にトリガー時刻が到達するファイルがないことを示している。
【００２６】
状態５０８は、記憶部１０５に記憶されているファイルを表示可とするか否かを示してい
る。状態５０８は、放送局１０９からＭＯＴヘッダ２０２に記述されて送信されているフ
ァイルの表示指定時間の始期であるトリガー時刻３０４と終期である満了時刻３０５とに
従い定められる。
状態５０８には、トリガー時刻前の時間帯では、「０」が記録され、表示指定時間帯の場
合には、最新のバージョンのファイル（最新にトリガー時刻に到達したファイル）に「１
」が記録され、その他のファイルには「２」が記録されている。
【００２７】
ここで、「０」はファイルの表示が不可であることを示し、「１」は優先的にファイルを
表示することを示し、「２」は「１」が記録されたファイルの後にユーザから指示があれ
ば表示することを示している。
ファイルシステム１０４は、ディレクトリー情報テーブル２０５の作成に際し、ファイル
マネージャ１０３からＭＯＴデータ２０１の通知を受けると、ＭＯＴヘッダ２０２のファ
イル名３０３を読み出し、ディレクトリー情報の項目、ファイル名５０２にそのファイル
名「Sample.jpg」を記録し、生成したＩＤをＩＤ５０３に記録する。次に、ＭＯＴヘッダ
２０２のサイズ３０１を読み出し、ファイルサイズ５０５に記録する。同一ファイル名「
Sample.jpg」のファイルが他に存在しないとき、後ＩＤ５０６及び前ＩＤ５０７には、と
もに「０」を記録し、状態５０８には、デフォルトの値「０」を記録する。ＭＯＴボディ
２０３のファイル内容を記憶部１０５に記憶させ、その際のブロック番号をデータ格納位
置５０４に記録し、ディレクトリー情報テーブルを同様に記憶部１０５に記憶させる。
【００２８】
同一ファイル名「Sample.jpg」のファイルが既にディレクトリー情報テーブル２０５に記
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録されているときには、通知されたＭＯＴヘッダ２０２に記録されているトリガー時刻３
０４と既にタイマー監視テーブル２０４に記憶されているトリガー時刻４０４とを比較し
、トリガー時刻の速く到達するファイルの前ＩＤ５０７を「０」とし、遅く到達するファ
イルの前ＩＤ５０７を前ＩＤ「０」としたファイルのＩＤとする。逆にトリガー時刻が遅
く到達するファイルの後ＩＤ５０６を「０」とし、速く到達するファイルの後ＩＤ５０６
を後ＩＤ「０」としたファイルのＩＤとする。
【００２９】
既に同一ファイル名「Sample.jpg」の複数のファイルがディレクトリー情報テーブル２０
５に記録されているときには、通知されたＭＯＴヘッダ２０２に記録されているトリガー
時刻３０４がタイマー監視テーブル２０４に記憶されているトリガー時刻４０４のどの間
に存在するか見て後ＩＤ５０６と前ＩＤ５０７とを変更する。
【００３０】
次に、ディレクトリー情報テーブル２０５の内容の経時的な変化を図６に示すＭＯＴデー
タのタイムチャートを用いて説明する。なお、この図では、ファイル名「Sample.jpg」の
５個のバージョンを示し、図４のタイマー監視テーブル２０４に示したファイル４１２、
４１１、４１４、４１３、４１５の表示状態の可、不可を模式的に示している。
【００３１】
図６の横軸は、時間軸である。図の左方に示したＩＤ「２」、「１」、「４」、「３」、
「１００」は、それぞれのファイル４１２、４１１、４１４、４１３、４１５を識別する
ものである。ファイル４１２は１０時３０分に記憶部１０５に記憶され、ファイル４１１
は１０時３１分に、ファイル４１４は１０時３２分に、ファイル４１３は１０時３３分に
それぞれ記憶部１０５に記憶されたことを示している。ファイル４１５は、１２時５０分
に記憶部１０５に記憶されたことを示している。
【００３２】
ファイル４１２のトリガー時刻の１２時１０分より以前の時刻Ｔ０では、図５に示したデ
ィレクトリー情報テーブル２０５の状態５０８は、ファイル４１１～４１４の全て「０」
である。この場合、ファイル名「Sample.jpg」で示されるファイルはユーザが表示させよ
うとしても表示されない。放送局１０９が定めた表示指定時間外であるからである。
【００３３】
図５に示したディレクトリー情報テーブル２０５は、時刻Ｔ１でのものである。この場合
、ユーザがファイル名「Sample.jpg」を選択したときには、ファイル４１３が表示される
。このファイル４１３が最新のバージョンだからである。
ファイルシステム１０４は、図７に示すＭＯＴヘッダ７０１がＭＯＴボディとともに、１
２時５０分にファイルマネージャ１０３から通知されると、ＩＤ「１００」を生成し、フ
ァイルマネージャ１０３にＩＤ「１００」を通知するとともに、ファイルを記憶部１０５
に記憶させ、ディレクトリー情報テーブル２０５を変更する。
【００３４】
図８は、図５に示したディレクトリー情報テーブル２０５の変更部分８０１を示している
。ＩＤ「１００」が与えられたファイル４１５は、既に、トリガー時刻「１２時４５分」
を経過しているので、「状態」５０８は「１」となり、このファイル４１５の後にトリガ
ー時刻が到達するファイルはないので後ＩＤ５０６は「０」となり、このファイル４１５
の直前にトリガー時刻が到達したファイル４１３のＩＤが「３」であるので前ＩＤ５０７
は「３」となる。これに伴い、ファイル４１３では後ＩＤ５０６はファイル４１５のＩＤ
「１００」に変更され、状態５０８は「１」から「２」に変更される。
【００３５】
ファイルシステム１０４は、ファイルマネージャ１０３から１２時５５分にファイル４１
５の満了時刻に到達したことの通知を受けると、ファイル４１５を記憶部１０５から削除
し、ディレクトリー情報テーブル２０５、８０１の内容からファイル４１５の部分を削除
する。これによって、元のディレクトリー情報テーブル２０５になる。
【００３６】
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また、ファイルシステム１０４は、ファイルマネージャ１０３から初期表示の指示を受け
ると、記憶部１０５に記憶されているディレクトリー情報テーブル２０５等を検索して、
状態５０８が「１」であるファイルのデータ格納位置５０４の値を読み出し、該当する全
てのファイル（マルチメディアデータ）を読み出して、ファイル単位でファイルマネージ
ャ１０３に通知する。
【００３７】
ファイルマネージャ１０３から前ファイルの指示を受けると、表示中のファイルのディレ
クトリー情報表テーブルの前ＩＤ５０７を検出し、そのＩＤを有するファイルのデータ格
納位置を読み出し、記憶部１０５のその格納位置からファイルを読み出し、ファイルマネ
ージャ１０３に通知する。
同様に、後ファイルの指示を受けると、ディレクトリー情報テーブルから後ＩＤ５０６を
検出し、そのＩＤを有するファイルのデータ格納位置を読み出し、その位置からファイル
を読み出し、ファイルマネージャ１０３に通知する。
【００３８】
更に、ファイルシステム１０４は、現在表示中のファイル名のディレクトリー情報テーブ
ルの状態５０８を「１」に変更したとき、そのファイルのデータ格納位置５０４の値を読
み出し、そのファイルを読み出して、ファイルマネージャ１０３に通知する。
記憶部１０５は、ＲＡＭ等からなり、ファイルシステム１０４で作成されたディレクトリ
ー情報テーブル２０５等と図９に示すファイル４１１～４１４、９０１等とを記憶してい
る。ファイル４１１～４１４は、ＭＯＴボディに記述されているマルチメディアデータで
あり、ＪＰＥＧ形式で記憶されているけれども、図では、その内容を示している。ファイ
ル９０１等も同様に、ＭＯＴボディに記述されているマルチメディアデータであり、ＨＴ
ＭＬ形式で記憶されているけれども、図では、その内容を示している。なお、この図は、
時刻Ｔ１時点のものである。図中の矢符９０２等は、ディレクトリー情報テーブルの後Ｉ
Ｄ５０６、前ＩＤ５０７の内容を示すものであり、ファイルの遷移先（リンク関係）を示
すものである。
【００３９】
また、ファイルシステム１０４によって、表示指定時刻の経過した（満了時刻を過ぎた）
ファイルに関する内容が削除され、ディレクトリー情報テーブル２０５の内容がトリガー
時刻の到達により更新される。
タイマー１０６は、時刻を計時する。なお、時刻は、放送局１０９からの基準クロックの
通知によって、精度が保証されてもよい。
【００４０】
タイマー監視テーブル記憶部１０７はＲＡＭ等からなる。ファイルマネージャ１０３によ
って、タイマー監視テーブル２０４が格納される。タイマー監視テーブル２０４の内容は
、新たなＭＯＴデータの通知を受けたとき、満了時刻を過ぎたときに追加又は削除される
。
データブラウザ１０８は、液晶ディスプレイ等からなる表示部と、ジョグダイヤル等の指
示部材とを有し、ＪＰＥＧ形式やＨＴＭＬ形式のデータを通知されると、表示データに変
換して、表示部に表示する。
【００４１】
データブラウザ１０８は、ユーザ１１０に起動されると、ファイルマネージャ１０３を介
してファイルシステム１０４に初期表示指示を与える。
また、ジョグダイヤル等を用いて、ファイルの選択指示を受けると、指示されたファイル
以外の表示データを消去し、指示されたファイルの表示データを通常の大きさで表示する
。同様に、ファイルのバージョン変更の指示を受けると、前のバージョンへの変更指示で
あれば、ファイルマネージャ１０３を介してファイルシステム１０４に前ファイルを指示
する。後のバージョンへの変更指示であれば、同様にファイルシステム１０４に後ファイ
ルを指示する。
【００４２】
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データブラウザ１０８は、ファイルシステム１０４からファイルマネージャ１０３を介し
てファイルの内容の通知を受けると、それを表示データに変換して、表示中の表示データ
があればそれを消去して表示部に表示する。
また、通知されたファイルの内容が複数のときには、その数に応じて表示部に全ての表示
データが表示できる大きさに縮小して表示する。
【００４３】
今、時刻Ｔ１でのデータブラウザ１０８でのファイルの表示についての説明をする。なお
、記憶部１０５には、図５に示したディレクトリー情報テーブル２０５の他に、ファイル
名「Sample.htm」のファイルのディレクトリー情報テーブルも記憶されており、時刻Ｔ１
で、状態「１」のファイルが図９に示したファイル９０１であるとする。
【００４４】
時刻Ｔ１でデータブラウザ１０８がユーザ１１０に起動されると、図１０（ａ）に示すよ
うに、最新のバージョンのファイル内容が表示される。表示データ１００１は、ファイル
名「Sample.jpg」のファイル内容を示し、表示データ１００２は、ファイル名「Sample.h
tm」のファイルの内容を示している。
ユーザ１１０が表示データ１００１を選択すると、図１０（ｂ）に示すように表示データ
１００１が通常の大きさで表示される。
【００４５】
更にユーザ１１０が前のバージョンへの変更の指示をすると、ファイル名「Sample.jpg」
の１つ前のバージョンのファイル４１４の表示データ１００３が図１０（ｃ）に示すよう
に表示される。
次に、本実施の形態の動作を図１１、図１２のフローチャートを用いて説明する。なお、
図１１は、放送局１０９から送信されたＤＡＢ規格のマルチメディアデータをチューナー
１０１において受信し、チューナー１０１から送出したＲＤＩデータをデータデコーダ１
０２が所定のプロトコルに従いＭＯＴデータにデコードしてファイルマネージャ１０３に
通知する場合の動作であり、図１２は、データブラウザ１０８からファイルマネージャ１
０３にユーザ１１０からの指示が通知された場合の動作である。
【００４６】
先ず、ファイルマネージャ１０３は、ＭＯＴデータの通知があるか否かを判断し（Ｓ１１
０２）、なければＳ１１１４に移り、あればＭＯＴヘッダに記述されている満了時刻とタ
イマー１０６の現在時刻とを比べる（Ｓ１１０４）。満了時刻を経過していればＭＯＴデ
ータを廃棄してＳ１１０２に戻り、経過していなければ、ＭＯＴデータをファイルシステ
ム１０４に通知する。
【００４７】
ファイルシステム１０４は、ＭＯＴデータの通知を受けると、ＩＤを生成し、そのＩＤを
ファイルマネージャ１０３に通知する（Ｓ１１０６）。
ファイルマネージャ１０３は、通知されたＩＤとＭＯＴデータのＭＯＴヘッダに記述され
たファイル名とトリガー時刻と満了時刻とを読み出し、タイマー監視テーブルを作成又は
変更して記憶させる（Ｓ１１０８）。
【００４８】
ファイルシステム１０４は、通知されたＭＯＴデータのＭＯＴボディに記述されているフ
ァイルを記憶部１０５に格納し（Ｓ１１１０）、ＭＯＴヘッダの内容とタイマー監視テー
ブルの内容とを参照して、ディレクトリー情報テーブルを作成又は変更して記憶部１０５
に記憶させる（Ｓ１１１２）。
次に、ファイルマネージャ１０３は、所定時間間隔、たとえば、１分ごとに、タイマー監
視テーブルのトリガー時刻とタイマーの現在時刻とを比較して、トリガー時刻に到達した
ファイルがあるか否かを判断する（Ｓ１１１４）。あるときは、ファイルシステム１０４
に通知し、なければＳ１１１８に移る。
ファイルシステム１０４は、ディレクトリー情報テーブルの「状態」を書き換える（Ｓ１
１１６）。
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【００４９】
次に、ファイルマネージャ１０３は、所定時間ごとに、同様に満了時刻に到達したファイ
ルがあるか否かを判断し（Ｓ１１１８）、なければＳ１１０２に戻り、あるときはファイ
ル削除の旨をファイルシステム１０４に通知する。
ファイルシステム１０４は、通知されたＩＤを有するファイル及びディレクトリー情報テ
ーブルの対応する情報を削除し（Ｓ１１２０）、Ｓ１１０２に戻る。次に、図１２を参照
して、データブラウザ１０８でのマルチメディアデータ（ファイル）の表示動作について
説明する。
【００５０】
ファイルシステム１０４は、データブラウザ１０８からの初期表示指示をファイルマネー
ジャ１０３を介して受けると、ディレクトリー情報テーブルを検索し、状態「１」のファ
イルを全て読み出し、データブラウザ１０８に通知する（Ｓ１２０２）。
データブラウザ１０８は、通知されたファイルの数に応じてファイルを縮小表示する（Ｓ
１２０４）。ユーザからのーのファイルの選択指示を受けると、そのファイルを通常の大
きさに表示する（Ｓ１２０６）。
【００５１】
次に、データブラウザ１０８は、ユーザからバージョン変更の指示があるか否かを判断し
（Ｓ１２０８）、ないときは、ファイルシステム１０４は、ディレクトリー情報テーブル
の同一ファイル名の状態「１」への変更があるか否かを検出する（Ｓ１２１０）。状態「
１」への変更があれば、変更されたバージョンのファイルを読み出し、データブラウザ１
０８にファイルマネージャ１０３を介して通知し、変更がなければ、Ｓ１２０８に戻る。
【００５２】
データブラウザ１０８は通知されたファイルを表示して（Ｓ１２１２）、Ｓ１２０８に戻
る。
Ｓ１２０８において、データブラウザ１０８は、ユーザからバージョン変更の指示があれ
ば、前のバージョンへの変更か否かを判断し（Ｓ１２１４）、肯定であれば、ファイルマ
ネージャ１０３を介してファイルシステム１０４に前ファイルを指示する。
【００５３】
ファイルシステム１０４は、ディレクトリー情報テーブルの現在表示中のファイルの前Ｉ
Ｄを検出し、当該ＩＤのファイルを読み出し、ファイルマネージャ１０３を介してデータ
ブラウザ１０８に通知する。
データブラウザ１０８は、通知されたファイルを表示し（Ｓ１２１６）、Ｓ１２０８に戻
る。
【００５４】
Ｓ１２１４において、否定であれば、同様にファイルシステム１０４に後ファイルを指示
する。同様にファイルシステム１０４は、現在表示中のファイルの後ＩＤを検出し、当該
ＩＤのファイルを読み出し、データブラウザに通知する。
データブラウザ１０８は、通知されたファイルを表示し（Ｓ１２１８）、Ｓ１２０８に戻
る。
（実施の形態２）
図１３は、本発明にかかるデジタルデータ放送受信装置の実施の形態２の構成図である。
上記実施の形態１の構成と同様の構成部分には同一の符号を付し、その説明を省略し、本
実施の形態固有の構成部分についてのみ説明する。
【００５５】
上記実施の形態では、データデコーダ１０２で得られた同一のファイル名が付されたバー
ジョンアップされたファイルは、全て記憶部１０５に記憶されるようにしていたけれども
、本実施の形態では、そのファイル数を予め定めた数に制限することにしている。
ファイルシステム１３０１は、上記実施の形態１のファイルシステム１０４の構成に加え
、以下の構成を有する。ファイルシステム１３０１は、同一のファイル名が付されたＭＯ
Ｔデータ２０１に与える固有のＩＤの個数「Ｎ」を予め設定されたＩＤ制限数として記憶
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している。ファイルマネージャ１３０２からＭＯＴデータ２０１の通知を受けたとき、Ｍ
ＯＴヘッダ２０２のファイル名を読み出し、当該ファイル名のディレクトリ情報テーブル
が作成されているときには、ディレクトリ情報テーブル中のファイル数がこのＩＤ制限数
「Ｎ」未満であるか否かを判断する。ＩＤ制限数「Ｎ」未満であれば、ファイルマネージ
ャ１３０２に生成したＩＤを通知する。ＩＤ制限数「Ｎ」以上と判断したときには、ファ
イルマネージャ１３０２にＩＤ「－１」を通知する。
【００５６】
ファイルマネージャ１３０２は、上記実施の形態１のファイルマネージャ１０３の構成に
加え、以下の構成を有する。ファイルマネージャ１３０２は、データデコーダ１０２から
ＭＯＴデータ２０１の通知を受け、そのＭＯＴデータ２０１をファイルシステム１０４に
通知した後、ファイルシステム１３０１からＩＤ「－１」の通知が返ってきたとき、その
ＭＯＴデータ２０１を廃棄する。
【００５７】
今、ファイルシステム１３０１にＩＤ制限数「Ｎ」が例えば「５」と設定されている場合
に、記憶部１０５にディレクトリ情報テーブルI,IIが図１４、図１５にそれぞれ示すよう
に記憶されているときについて説明する。
図１４において、ディレクトリ情報テーブルI１４０１は、ファイル名「Sample.jpg」の
ファイル１４０２～１４０６が５個、既に記憶部１０５に記憶されていることを示してい
る。図１５において、ディレクトリ情報テーブルII１５０１は、ファイル名「Sample.htm
」のファイル１５０２～１５０４が３個、既に記憶部１０５に記憶されていることを示し
ている。
【００５８】
ファイルシステム１３０１は、このとき「Sample.jpg」の新たなバージョンのＭＯＴデー
タ（ファイル）をデータデコーダ１０２からファイルマネージャ１３０２を介して通知さ
れると、ディレクトリ情報テーブルI１４０１を参照し、「Sample.jpg」のファイルの個
数が既にＩＤ制限数「５」に達しているので、ＩＤ「－１」をファイルマネージャ１３０
２に通知する。ファイルマネージャ１３０２は、ファイルシステム１３０１からＩＤ「－
１」を通知されると、この「Sample.jpg」の新たなバージョンのＭＯＴデータを廃棄する
。
【００５９】
ファイルシステム１３０１に通知されたファイルが「Sample.htm」のファイルのときには
、ディレクトリ情報テーブルII１５０１を参照し、「Sample.htm」のファイルの個数が「
３」であり、ＩＤ制限数「５」以下であるので、ＩＤを生成し、ファイルマネージャ１３
０２に通知する。
ファイルシステム１３０１は、図４に示したように、ファイル１４０６の満了時刻である
「１２時５５分」を経過して、記憶部１０５に記憶されている当該ファイルとディレクト
リ情報テーブルI１４０１中のファイル１４０６の内容とが削除された後に「Sample.jpg
」の新たなバージョンのファイルが通知されたときには、ＩＤ制限数「５」以下となって
いるので、ＩＤを生成してファイルマネージャ１３０２に通知する。このように同一のフ
ァイル名を有するファイルの個数を制限することによって、限られた記憶部１０５の記憶
容量であっても、同一種類のファイルが多数記憶され、別種のファイルが記憶されなくな
ることを防止するものである。
【００６０】
次に、本実施の形態の動作を図１６のフローチャートを用いて説明する。なお、上記実施
の形態１の動作と同様のステップには、同一のステップ番号を付しその説明を省略する。
Ｓ１１０４で否と判断されたとき、ファイルシステム１３０１は、記憶部１０５に通知さ
れたファイルのファイル名と同一のディレクトリ情報テーブルが有るか否かを判断する（
Ｓ１６０２）。なければ、Ｓ１１０６に移り、有ると判断したときには、ファイルの個数
がＩＤ制限数「Ｎ」未満であるか否かを判断する（Ｓ１６０４）。未満であればＳ１１０
６に移り、ＩＤ制限数「Ｎ」以上のときには、通知されたファイルを廃棄して（Ｓ１６０
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６）、Ｓ１１０２に戻る。
【００６１】
なお、本実施の形態では、ＩＤ制限数「Ｎ」を超えて受信される同一のファイル名を有す
るファイルは、記憶部１０５に記憶されているファイルの表示指定時間の満了時刻に到達
して当該ファイルが削除された後に再度受信されたとき、記憶部１０５に記憶される構成
となっている。
しかし、トリガー時刻が相当前に経過した古いバージョンのファイルの利用価値は一般的
に低くなっている。最新のバージョンアップされたファイルを記憶するようにした方が利
用効率が高まる。
【００６２】
そこで、記憶部１０５に記憶されている受信されたファイルのファイル名と同一の古いバ
ージョンのファイルを削除して受信されたファイルを記憶させる本実施の形態の変形例を
図１７を参照して説明する。
（変形例１）
図１７(a)は記憶部１０５に記憶されている同一のファイル名のＮ個のファイルにトリガ
ー時刻の到達順に番号(An)を付して示している。この図において、ｋ個のファイルは、デ
ィレクトリ情報テーブルの状態「２」のファイルであることを示している。この際、バー
ジョンアップされた同一のファイル名を有するファイルが順次受信されたとき、破線で示
すように番号(An)の若いファイル（トリガー時刻の最先に到達したファイル）から順に記
憶部１０５から削除することを示している。古いバージョンほど利用価値が少ないものと
して処理するものである。
【００６３】
即ち、ファイルシステムは、ID制御数「Ｎ」を超えてファイルマネージャからＭＯＴデー
タの通知を受けた場合、記憶部１０５に記憶されているディレクトリ情報テーブル前ID「
０」のファイルの各項目内容をディレクトリ情報テーブルから削除するとともに、当該フ
ァイルの後IDに記載されているIDを有するファイルの前IDを「０」に変更する。併せて記
憶部１０５に記憶されている当該ファイルを削除し、ファイルマネージャから通知された
ＭＯＴデータのIDを生成し、ファイルマネージャに通知する。更に、ファイルマネージャ
に、削除したファイルのIDを通知し、タイマー監視テーブルから当該ファイルの内容を削
除するよう指示する。
その後、ファイルシステムは、ファイルマネージャから通知されたＭＯＴデータのＭＯＴ
ボディを記憶部１０５にファイルとして記憶させ、タイマー監視テーブル記憶部１０７に
記憶されているタイマー監視テーブルを参照し、新たに記憶させたファイルのディレクト
リ情報テーブルの各項目を記録する。
【００６４】
ファイルマネージャは、削除したファイルのIDの通知を受けると、タイマー監視テーブル
から当該ファイルの項目内容を削除する。
（変形例２）
図１７(b)は、バージョンアップされた同一のファイル名を有するファイルが順次受信さ
れたとき、ファイルシステムは、ディレクトリ情報テーブルの状態「２」のファイルをラ
ンダムに削除することを示している。図に破線で示すように、番号(An)が「２」、「４」
、…のファイルを削除する。このため、ファイルシステムは「１」～「ｋ」で乱数を発生
し、番号(An)の一致するファイルを削除する。古いバージョンでは、一様に利用価値が低
下しているとして処理するものである。
【００６５】
なお、ファイルシステムは、ディレクトリ情報テーブルの変更、古いファイルの削除、新
たなファイルの記憶等については、上記変形例１とほぼ同様の処理を行う。
（変形例３）
図１７(c)は、バージョンアップされた同一のファイル名を有するファイルが順次受信さ
れたとき、古いバージョンのファイルから変形例１のように順番に削除するのではなく、
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古いバージョンのファイルほど削除する確率を大きくすることを示している。図に示すよ
うに、ｎ個のファイルを順番に削除するとき、ファイルシステムは、ｎ番目に削除するフ
ァイルの番号(An)を例えば、
【００６６】
【数２】

【００６７】
の式に従い計算する。これによって、削除するファイルの番号(An)は、順に「１」、「３
」、「６」、「１０」、…となる。
以上のような変形例によって、ＩＤ制限数「Ｎ」を超えて最新のバージョンアップされた
ファイルが受信されたときにも、同一系列のファイルの記憶容量をほぼ一定に保ち、他の
系列（ファイル名）のファイルが記憶されなくなることを防止し、しかも最新の情報を確
保することができる。
【００６８】
また、上記実施の形態では、図１と図１３とにその構成図を示したけれども、本発明に係
るデジタルデータ放送受信装置は、構成図に示した各部の機能を発揮するプログラムをコ
ンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録しておき、このような機能を有しない受信装置
にこの記録媒体を装着し、プログラムを読み出すことにより、本発明に係るデジタル放送
受信装置と同様の効果を発揮することができる。
【００６９】
なお、上記実施の形態では、マルチメディアデータは、ラジオ放送局から放送番組の番組
データとともに多重化して繰り返し送信されているとしたけれども、マルチメディアデー
タの送信形態は、これに限るものではなく、有線、無線を問わずＴＶ放送局から番組デー
タとともに送信されてもよいし、又公衆回線網を介したインターネットのサーバから通信
により送信されてもよい。
【００７０】
また、上記実施の形態では、ラジオ放送局から送信されるＨＴＭＬ形式とＪＰＥＧ形式の
マルチメディアデータとして説明したので、トリガー時刻３０４，満了時刻３０５を表示
可能な開始時刻、表示可能な終了時刻としたけれども、マルチメディアデータの形式が異
なったり、上記したように送信形態がＴＶ放送やインターネットの通信である場合、マル
チメディアデータを表示する代わりに、例えば音声として出力してもよい。この際、表示
可能な開始時刻、終了時刻は、出力（参照）可能な開示時刻、終了時刻とする。
【００７１】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明は、受信手段を通じてマルチメディアデータを受信し、受信
したマルチメディアデータを記憶手段に記憶するデジタルデータ受信装置において、受信
したマルチメディアデータには、参照指定時間情報が記載されており、その参照指定時間
情報をマルチメディアデータ毎に抽出し、前記記憶手段にマルチメディアデータを記憶さ
せる際に、マルチメディアデータ群ごとに、抽出した参照指定時間情報の時系列順序から
参照順序を決定し、決定した参照順序を記載したデータ管理表を作成し、前記記憶手段に
該管理表を記憶させるデータ管理表作成手段と、ユーザの指示を受け付ける指示受付手段
と、前記指示受付手段が指示を受けると、前記記憶手段に記憶されたマルチメディアデー
タを前記データ管理表に記載された参照順序に従い読み出すマルチメディアデータ読み出
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し手段と、前記マルチメディアデータ読み出し手段で読み出されたマルチメディアデータ
を再生信号に変換して出力する出力手段とを備えることとしている。このような構成によ
って、マルチメディアデータの提供者が参照指定時間として指定された時間帯にユーザの
出力指示を受けて、マルチメディアデータを効果的に出力することができる。
【００７２】
また、マルチメディアデータ群の個々のマルチメディアデータには同一の名称が付されて
おり、前記データ管理表作成手段は、前記記憶手段にマルチメディアデータを記憶させる
際、マルチメディアデータ群から一のマルチメディアデータを識別する固有の識別子を付
与する識別子付与部を有し、前記マルチメディアデータ読み出し手段は、識別子で同一の
名称が付されたマルチメディアデータを区別して読み出すこととしている。このような構
成によって、マルチメディアデータ群（系列）の複数のマルチメディアデータに同一の名
称が付与されていても、識別子でそれぞれを区別し、ユーザの出力指示を受けて、参照指
定時間として指定された時間帯にマルチメディアデータを効果的に出力することができる
。
【００７３】
また、前記データ管理表作成手段は、更に前記参照指定時間情報に従い、各マルチメディ
アデータに対する参照可能性を示す参照可能状態を記載し、前記参照指定時間情報は、始
期及び終期を示す時刻で示されており、タイマーと、いずれか一のマルチメディアデータ
の参照指定時間情報で示される始期に到達したとき参照可能状態を第１状態に、終期に到
達したとき参照可能状態を第２状態に、更に同一のマルチメディアデータ群の他のマルチ
メディアデータの参照指定時間情報で示される始期に到達したとき参照可能状態を第１状
態から第３状態にそれぞれ変更する更新手段とを更に備えることとしている。このような
構成によって、参照指定時間の始期と終期との時刻によって、各系列のマルチメディアデ
ータの参照可能状態をデータ管理表に分類して記載しておき、これによって、出力すべき
マルチメディアデータの優先度を決めておくことができる。
【００７４】
また、前記更新手段は、前記参照可能状態が第２状態に到達したマルチメディアデータを
前記記憶手段から削除する削除部を有することとしている。このような構成によって、参
照指定時間を経過したマルチメディアデータを削除するので、記憶手段のメモリの省資源
化を図ることができる。
また、前記マルチメディアデータ読み出し手段は、前記データ管理表の参照可能状態が第
１状態である全てのマルチメディアデータ群のマルチメディアデータを読み出す第１読み
出し部を有し、前記指示受付手段がユーザから一のマルチメディアデータの選択指示を受
け付けると、前記出力手段は、当該選択されたマルチメディアデータの再生信号だけを出
力することとしている。このような構成によって、最新の各系列のマルチメディアデータ
が全て出力され、ユーザの好みに応じた選択を受け、選択された系列の最新のマルチメデ
ィアデータだけを出力することができる。
【００７５】
また、マルチメディアデータ読み出し手段は、更に前記選択されたマルチメディアデータ
群のマルチメディアデータを変更指示に応じて読み出す第２読み出し部を有し、前記指示
受付手段は、ユーザからの変更指示を受け付け、前記第２読み出し部に通知することとし
ている。このような構成によって、ユーザは選択した系列のマルチメディアデータの異な
るバージョンを指示して出力させることができる。
【００７６】
また、前記参照順序は、前記変更指示に応じたマルチメディアデータの遷移先を前記識別
子を記載して関連付けており、前記第２読み出し部は、前記データ管理表に記載された参
照順序に従い、前記変更指示の通知を受けて対応するマルチメディアデータを読み出すこ
ととしている。このような構成によって、各マルチメディアデータを時系列で遷移先を関
連付けているので、ユーザは、最新のバージョンから古いバージョンに遡ったり、逆に古
いバージョンから最新のバージョンまで辿って出力させることができる。
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【００７７】
また、前記記憶手段に記憶されるマルチメディアデータ群のマルチメディアデータの最大
記憶数を予め設定しておき、前記記憶手段に最大記憶数のマルチメディアデータが記憶さ
れているマルチメディアデータ群のマルチメディアデータが前記受信手段で受信されたと
き、前記記憶手段に記憶させることなく廃棄するマルチメディアデータ廃棄手段を更に備
えることとしている。このような構成によって、一系列のマルチメディアデータだけが大
量に記憶手段に記憶され、他の系列のマルチメディアデータの最新のバージョンが記憶さ
れなくなることを防止して、各系列のマルチメディアデータが均等に記憶されるようにし
ている。
【００７８】
また、前記記憶手段に記憶されるマルチメディアデータ群のマルチメディアデータの最大
記憶数を予め設定しておき、前記記憶手段に最大記憶数のマルチメディアデータが記憶さ
れているマルチメディアデータ群のマルチメディアデータが前記受信手段で新たに受信さ
れたとき、前記記憶手段に記憶されている前記データ管理表の参照可能状態が第３状態の
マルチメディアデータの一を選択削除するマルチメディアデータ選択削除手段をさらに備
え、新たに受信されたマルチメディアデータは、前記記憶手段に記憶されることとしてい
る。このような構成によって、各系列のマルチメディアデータが最大記憶数まで均等に記
憶されるようにし、ある系列の最新のバージョンのマルチメディアデータを受信した場合
、その系列のマルチメディアデータが既に最大記憶数まで記憶されているとき、その系列
の古いバージョンのマルチメディアデータを選択して削除し、最新のマルチメディアデー
タを記憶させることができる。この結果、ユーザは最新の情報の出力を得ることができる
。
【００７９】
また、前記マルチメディアデータ選択削除手段は、参照可能状態が第３状態であって、最
初に参照可能状態が第１状態となっていたものを選択削除することとしている。このよう
な構成によって、系列のマルチメディアデータが最大記憶数まで記憶されているとき、同
系列の最も古いバージョンのマルチメディアデータを削除して、新たに受信されたマルチ
メディアデータを記憶させることができる。古いマルチメディアデータの利用価値が新し
いものより低いと考えられるからである。
【００８０】
また、前記マルチメディアデータ選択削除手段は、参照可能状態が第３状態のものからラ
ンダムに選択削除することとしている。このような構成によって、現在出力すべきマルチ
メディアデータ以外のマルチメディアデータからランダムに任意の１つを選択して削除し
て、新たに受信されたマルチメディアデータを記憶させることができる。古いマルチメデ
ィアデータの利用価値は最新に受信したものより一般に低いので任意に古いものを１つ削
除するようにしている。
【００８１】
また、前記マルチメディアデータ選択削除手段は、ｎ個のマルチメディアデータを前記記
憶手段から削除するとき、参照可能状態が第３状態であって、参照指定時間情報で示され
る始期が古いものから順に「１」から番号を付し、式で計算されるAn番のマルチメディア
データを選択削除することとしている。このような構成によって、系列の古いマルチメデ
ィアデータほど利用価値が低いので、古いものほど削除する密度を高くして、新たに受信
したマルチメディアデータを順次記憶することとし、有用な情報を蓄積することができる
。
【００８２】
また、前記受信手段は、放送局から番組データとともに送信されるマルチメディアデータ
を受信し、前記マルチメディアデータはDAB(Digital Audio casting)のデータ放送規約の
MOT(Multimedia Object Transfer protocol)規格に従い、前記マルチメディアデータの名
称と参照指定時間とはMOTヘッダに、前記マルチメディアデータはMOTボディにそれぞれ記
載されていることとしている。このような構成によって、放送局から番組データに多重さ
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れて送信されるマルチメディアデータを受信して、放送局の指定する参照指定時間に出力
することができる。
【００８３】
また、本発明は、受信部を通じてマルチメディアデータを受信し、受信したマルチメディ
アデータを記憶部に記憶するデジタルデータ受信装置において、受信したマルチメディア
データには、参照指定時間情報が記載されており、その参照指定時間情報をマルチメディ
アデータ毎に抽出し、前記記憶部にマルチメディアデータを記憶させる際に、マルチメデ
ィアデータ群ごとに、抽出した参照指定時間情報の時系列順序から参照順序を決定し、決
定した参照順序を記載したデータ管理表を作成し、前記記憶部に該管理表を記憶させるデ
ータ管理表作成ステップと、ユーザの指示を受け付ける指示受けステップと、前記指示受
付ステップで指示を受けると、前記記憶部に記憶されたマルチメディアデータを前記デー
タ管理表に記載された参照順序に従い読み出すマルチメディアデータ読み出しステップと
、前記マルチメディア読み出しステップで読み出されたマルチメディアデータを再生信号
に変換して出力する出力ステップとを有することとしている。このような構成によって、
マルチメディアデータの提供者が指定した時間帯にユーザの出力指示を受けて、マルチメ
ディアデータを効果的に出力することができる。
【００８４】
更に、本発明は、受信手段を通じてマルチメディアデータを受信し、受信したマルチメデ
ィアデータを記憶手段に記憶するデジタルデータ受信装置に適用されるコンピュータ読み
取り可能な記録媒体であって、受信したマルチメディアデータには、参照指定時間情報が
記載されており、その参照指定時間情報をマルチメディアデータ毎に抽出し、前記記憶手
段にマルチメディアデータを記憶させる際に、マルチメディアデータ群ごとに、抽出した
参照指定時間情報の時系列順序から参照順序を決定し、決定した参照順序を記載したデー
タ管理表を作成し、前記記憶手段に該管理表を記憶させるデータ管理表作成手段と、ユー
ザの指示を受け付ける指示受付手段と、前記指示受付手段が指示を受けると、前記マルチ
メディアデータを前記データ管理表に記載された参照順序に従い読み出すマルチメディア
データ読み出し手段と、前記マルチメディアデータ読み出し手段で読み出されたマルチメ
ディアデータを再生信号に変換して出力する出力手段との各機能を発揮するプログラムを
記録したことこととしている。このような構成によって、この記録媒体を参照指定時間を
考慮する機能を有しないデジタルデータ受信装置に適用することによって、提供者が指定
した時間帯にユーザの出力指示を受けて、マルチメディアデータを効果的に出力すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るデジタルデータ放送受信装置の一実施の形態の構成図である。
【図２】上記実施の形態のファイルマネージャに通知されるＭＯＴデータの説明図である
。
【図３】上記実施の形態のＭＯＴデータのＭＯＴヘッダに記述されている項目の説明図で
ある。
【図４】上記実施の形態のファイルマネージャで作成され、タイマー監視テーブル記憶部
に記憶されるタイマー監視テーブルの一例を示す図である。
【図５】上記実施の形態のファイルシステムで作成され、記憶部にファイルとともに記憶
されるディレクトリー情報テーブルの内容の一例を示す図である。
【図６】上記実施の形態のディレクトリー情報テーブルの「状態」を説明するためのタイ
ムチャートである。
【図７】上記実施の形態のファイルシステムに通知されたＭＯＴヘッダの一例を示す図で
ある。
【図８】上記実施の形態のファイルシステムで図７に示したＭＯＴヘッダの通知によって
、変更されるディレクトリー情報テーブルを示す図である。
【図９】上記実施の形態の記憶部に記憶されているファイルの内容の一例を示す図である
。
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【図１０】上記実施の形態のデータブラウザでのマルチメディアデータの表示を説明する
図である。
【図１１】上記実施の形態のタイマー監視テーブルとディレクトリー情報テーブルとの作
成の動作を説明するフローチャートである。
【図１２】上記実施の形態のデータブラウザの動作を説明するフローチャートである。
【図１３】本発明にかかるデジタルデータ放送受信装置の実施の形態２の構成図である。
【図１４】上記実施の形態の記憶部に記憶されているディレクトリ情報テーブルIの一例
を示す図である。
【図１５】上記実施の形態の記憶部に記憶されているディレクトリ情報テーブルIIの一例
を示す図である。
【図１６】上記実施の形態の動作を説明するフローチャートである。
【図１７】上記実施の形態の変形例の記憶部に記憶されているファイルを選択削除する説
明図である。
【符号の説明】
１０１　チューナ
１０２　データデコーダ
１０３、１３０２　ファイルマネージャ
１０４、１３０１　ファイルシステム
１０５　記憶部
１０６　タイマー
１０７　タイマー監視テーブル記憶部
１０８　データブラウザ
１０９　放送局

【図１】 【図２】

【図３】
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